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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２９年５月２５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 平成２８年１２月４日 ２２時４５分ごろ 

発生場所 石川県珠洲
す ず

市禄剛
ろっこう

埼北北東方沖 

 禄剛埼灯台から真方位０２１° １６.４海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３７°４７.０′ 東経１３７°２７.０′） 

事故の概要  漁船第十一栄
えい

幸
こう

丸は、北北東進中、甲板員１人が落水して死亡し

た。 

事故調査の経過  平成２８年１２月２８日、本事故の調査を担当する主管調査官（神

戸事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第十一栄幸丸、１３トン 

 ＩＫ２－３９９７、個人所有 

 １３.８４ｍ（Lr）×３.４８ｍ×１.２９ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数１６０、昭和５５年４月２３日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６４歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５４年７月６日 

  免許証交付日 平成２４年４月１６日 

         （平成３０年４月１５日まで有効） 

甲板員Ａ 男性 ５９歳 

 死傷者等 死亡 １人（甲板員Ａ） 

 損傷 なし 

気象・海象 気象：天気 雨、風向 南西～西北西、風速 約１３m/s、視程 約

１００～２００ｍ 

海象：波高 約２ｍ、水温 約１２℃ 

 事故の経過  本船は、船長、甲板員Ａ、甲板員１人（以下「甲板員Ｂ」とい

う。）及び甲板員２人が乗り組み、たら刺し網漁の目的で平成２８年

１２月４日２０時００分ごろ禄剛埼北北東方沖の漁場に向けて珠洲市

飯田
いいだ

漁港を出港した。 

本船は、船長が１人で操船に当たり、約１０ノットの対地速力で、

禄剛埼北北東方沖を北北東進中、甲板員全員が後部甲板にある船員室

等でそれぞれ休んでいた。 
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甲板員Ｂは、そろそろ漁場が近くなってきたので、起き上がって後

部甲板に設置された側壁と屋根板で構成される囲い（以下「船尾囲

い」という。）の中となる、船員室船尾側にある引き戸の外で立って

いたところ、引き戸を開けて出てきた甲板員Ａが小用を足したいと言

って船尾囲いの右舷船首側から右舷通路に出て行ったのを認めた。 

甲板員Ｂは、しばらくして、船尾方から「おーい」という声が聞こ

えたので、甲板員Ａが落水したと思い、すぐに右舷通路を通って操舵

室に向かい、２２時４５分ごろ船長に知らせた。（写真１、写真２参

照） 

                  

 

本船は、すぐに回頭して航跡をたどるように戻り、甲板員Ａを捜索

したが、発見することができなかった。 

船長は、衛星電話で海上保安庁に本事故の発生を通報し、所属する

漁業協同組合に連絡した。 

甲板員Ａは、本船、巡視船、僚船等により７日まで捜索されたが、

行方不明となり、１２日２０時１０分ごろ新潟県出雲
いずも

崎町井
い

鼻
ばな

海岸の

砂浜に漂着しているところを付近の住民に発見され、警察署に搬送

後、医師により死亡が確認され、溺死と検案された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  本船は、船首側から順に作業甲板、操舵室、機関室、船員室、後部

甲板がそれぞれ配置されていた。 

ブルワークは、波除けのために甲板から上方約０.６６ｍの位置ま

で外側へ斜めに張り出し、更にその上方に高さ約０.３５ｍ（甲板か

らの高さ約１.０１ｍ）まで設置されていた。 

ブルワーク張出部の内側には、幅約０.５５ｍのタナと称する通路

がブルワークに沿って取り付けられ、滑り止めとしてクルミの殻の粉

が混ぜられた青色の塗料が塗られていた。 

 船尾囲いは、船員室の船尾端付近から船尾方に向かって長さ約１.

６０ｍ、高さ約１.１０ｍの側壁が両舷のタナの船内側縁部に設けら

れ、その側壁の上部に屋根板が取り付けられていた。（写真３参照） 

写真１ 左舷側 写真２ 右舷側 

船尾囲い 右舷通路 右舷通路 
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           写真３ 右舷通路付近の状況         

乗組員は、ふだん、船尾囲いの船首側のタナに立ち、船尾囲い側壁

に寄り掛かりながら、船尾囲いの屋根にある手摺りにつかまり、小用

を足していた。 

 船長及び甲板員Ｂは、甲板員Ａに、持病がなく、本事故当日も身体

の不調、飲酒している様子などがあるように感じていなかった。 

甲板員Ｂは、船尾囲いの中におり、甲板員Ａが落水した状況を見て

いなかった。 

 船長及び甲板員Ｂは、本事故当時、時々、左舷方からの波浪により

船体が大きく揺れることがあったので、甲板員Ａが船尾囲いと右舷舷

側との間にいた際、身体のバランスを崩して落水したと本事故後に思

った。 

甲板員Ａは、本船に約３０年以上甲板員として乗り組んでいた。 

甲板員Ａは、本事故当時、ジャージの上下を着用し、長靴を履いて

いた。 

甲板員Ａは、操業時には救命胴衣を着用していたが、本事故当時、

漁場に着く前だったので救命胴衣を着用していなかった。 

 甲板員Ａは、泳ぐことができた。  

（付図２ 本船の配置及び乗組員の位置概要図、付図３ 舷側外板構

造概要図（断面図） 参照） 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

 甲板員Ａは、溺死した。 

 本船は、禄剛埼北北東方沖を北北東進中、甲板員Ａが船尾囲いと右

舷舷側との間のタナから落水したものと考えられる。 

 甲板員Ａは、船体の動揺により身体のバランスを崩して落水した可

能性があると考えられるが、目撃者がいないことから、落水した状況

機関室出入口 

手摺
す

り 

本事故後に設
置された柵 

側壁 
屋根板 

タナ 

船尾方向 

船員室 

右舷通路 
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を明らかにすることはできなかった。 

甲板員Ａは、落水して溺死したものと考えられるが、溺死に至った

状況を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、夜間、本船が、禄剛埼北北東方沖を北北東進中、甲板員

Ａが船尾囲いと右舷舷側との間のタナから落水したことにより発生し

たものと考えられる。 

参考  船長は、本事故後、船員室付近の両舷のブルワークに直径約４０mm

のステンレス製パイプにより、長さ約１.１０ｍ、高さ約０.７０ｍの

着脱可能な柵をそれぞれ設置した。（写真３参照） 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・舷側で小用を足す際は、転落しないよう、船体動揺に注意するこ

と。 

・ブルワークの低い小型漁船は、航行時の船体動揺による落水防止

のため、着脱可能な柵等を設置することが望ましい。 
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            付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

  付図２ 本船の配置及び乗組員の位置概要図  付図３ 舷側外板構造概要図

（断面図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

甲板員Ａ発見場所 
（平成２８年１２月１２日
２０時１０分ごろ発見） 

飯田港 

事故発生場所 
（平成２８年１２月４日 

２２時４５分ごろ発生） 

新潟県佐渡島 

石川県 
珠洲市 

新潟県 
出雲崎町 

５０Ｍ 

ブルワーク頂板 

甲板 

波除け外板 

舷側外板 

タナ 

ブルワーク 

柵（本事故
後設置） 

タナ 

操舵室 

機関室 

船員室 

船尾囲い 

ブルワーク頂板 

後部甲板 

右舷通路 

作業甲板 

魚倉 

魚倉 

船員室引き戸 

甲板員 

甲板員Ｂ 

甲板員 

船長 

（甲板員Ａ） 

船尾囲い側壁 

手摺り 

船尾囲い屋根板 

禄剛崎灯台 


